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令和元年第３回足寄町議会定例会議事録（第４号）
令和元年９月１９日（木曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 議案第１０４号 平成３０年度足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定について（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ７＞

日程第 ２ 議案第１０５号 平成３０年度足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７

＞

日程第 ３ 議案第１０６号 平成３０年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について

（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７＞

日程第 ４ 議案第１０７号 平成３０年度足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について（平成３０年度決算審査特別委員会）＜

Ｐ４～Ｐ７＞

日程第 ５ 議案第１０８号 平成３０年度足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７

＞

日程第 ６ 議案第１０９号 平成３０年度足寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ７＞

日程第 ７ 議案第１１０号 平成３０年度足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７

＞

日程第 ８ 議案第１１１号 平成３０年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算認定について（平成３０年度

決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ７＞

日程第 ９ 議案第１１２号 平成３０年度足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定について（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ

４～Ｐ７＞

日程第１０ 議案第１１３号 平成３０年度足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ７＞

日程第１１ 議案第１１４号 平成３０年度池北三町行政事務組合一般会計歳入歳出決算

認定について（平成３０年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ７＞

日程第１２ 議案第９９号 令和元年度足寄町一般会計補正予算（第４号）＜Ｐ７～Ｐ

２１＞

日程第１３ 議案第１００号 令和元年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１４ 議案第１０１号 令和元年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）＜

Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１５ 議案第１０２号 令和元年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１６ 議案第１０３号 令和元年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算
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（第１号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

追加日程第 １ 意見書案第７号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書＜Ｐ２２＞

追加日程第 ２ 議員派遣の件＜Ｐ２２＞

追加日程第 ３ 所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

会）＜Ｐ２２～Ｐ２３＞

追加日程第 ４ 閉会中継続調査申出書（広報広聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ２３＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

７番。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 昨

日開催されました、第３回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告をいたしま

す。

本日は、最初に平成３０年度決算審査特別

委員会に付託し、休会中の審査となっており

ました、議案第１０４号から議案第１１４号

までの決算認定について、審査報告を受け審

議を行います。

次に、議案第９９号から議案第１０３号ま

での令和元年度補正予算の提案説明を受けた

後、即決で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議案第１０４号から議案第１１４号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第１

０４号平成３０年度足寄町上水道事業会計剰

余金の処分及び決算認定についての件から日

程第１１ 議案第１１４号平成３０年度池北

三町行政事務組合一般会計歳入歳出決算認定

についてまでの１１件を一括議題といたしま

す。

本件における委員長の報告は別紙配付のと

おりです。

これにて、委員長の報告を終わります。

これより、議案第１０４号平成３０年度足

寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０４号平成３０年度足

寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、原案の

とおり可決及び認定するものです。

この決算は、委員長の報告のとおり、原案

のとおり可決及び認定することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０４号平成３０年度

足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定についての件は、原案のとおり可決及び

認定することに決定をいたしました。

これより、議案第１０５号平成３０年度足

寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０５号平成３０年度足

寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０５号平成３０年度

足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に



― 5 ―

ついての件は、認定することに決定をいたし

ました。

これより、議案第１０６号平成３０年度足

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての件

の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０６号平成３０年度足

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての件

を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０６号平成３０年度

足寄町一般会計歳入歳出決算認定についての

件は、認定することに決定をいたしました。

これより、議案第１０７号平成３０年度足

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０７号平成３０年度足

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０７号平成３０年度

足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、認定することに決定

をいたしました。

これより、議案第１０８号平成３０年度足

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第１０８号平成３０年度足

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０８号平成３０年度

足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件は、認定することに決定をいたし

ました。

これより、議案第１０９号平成３０年度足

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０９号平成３０年度足

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０９号平成３０年度

足寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件は、認定することに決定を
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いたしました。

これより、議案第１１０号平成３０年度足

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１０号平成３０年度足

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１０号平成３０年度

足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件は、認定することに決定をいたし

ました。

これより、議案第１１１号平成３０年度足

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算認定についての件

の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１１号平成３０年度足

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算認定についての件

の採決をいたします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１１号平成３０年度

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算認定についての

件は、認定することに決定をいたしました。

これより、議案第１１２号平成３０年度足

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１２号平成３０年度足

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１２号平成３０年度

足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、認定することに決定

をいたしました。

これより、議案第１１３号平成３０年度足

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１３号平成３０年度足

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１３号平成３０年度
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足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての件は、認定することに決定を

いたしました。

これより、議案第１１４号平成３０年度池

北三町行政事務組合一般会計歳入歳出決算認

定についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１１４号平成３０年度池

北三町行政事務組合一般会計歳入歳出決算認

定についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１１４号平成３０年度

池北三町行政事務組合一般会計歳入歳出決算

認定についての件は、認定することに決定を

いたしました。

◎ 議案第９９号から議案第１０３号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案第

９９号令和元年度足寄町一般会計補正予算

（第４号）の件から日程第１６ 議案第１０

３号令和元年度足寄町資源ごみ処理等事業会

計補正予算（第１号）までの５件を一括議題

といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第９９号令和元年度足寄町一般

会計補正予算（第４号）から議案第１０３号

令和元年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会

計補正予算（第１号）まで一括提案理由を御

説明申し上げます。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。

議案第９９号令和元年度足寄町一般会計補

正予算（第４号）について、御説明を申し上

げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億４,３４９万４,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０３億

１,７３４万６,０００円とするものでござい

ます。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

す。

１４ページをお願いいたします。

第１款議会費第１項議会費第１目議会費に

おきまして、議会運営経費といたしまして旅

費、自動車借上料合わせて４３３万９,００

０円を計上いたしました。

第２款総務費第１項総務管理費第１４目企

画振興費第２５節積立金におきまして、ふる

さと足寄応援基金積立金といたしまして３０

０万円を計上いたしました。

第１８目新エネルギー対策費第１３節委託

料におきまして、鉱山保安業務といたしまし

て１５７万３,０００円を計上いたしまし

た。

１６ページをお願いいたします。

第３款民生費第１項社会福祉費第１目社会

福祉総務費第２３節償還金、利子及び割引料

におきまして、還付金等といたしまして２７

４万５,０００円を計上いたしました。

第２項老人福祉費第７目高齢者等複合施設

運営費第１５節工事請負費におきまして、認

知症高齢者グループホーム外構工事といたし

まして１,２９３万６,０００円を、指定避難

所等非常用電源設備整備工事といたしまして

２,７５８万８,０００円を計上いたしまし

た。第８目地域支援事業費第１９節負担金、

補助及び交付金におきまして、介護療養型老

人保健施設経営安定資金補助金といたしまし

て２,１７５万６,０００円を計上いたしまし

た。

１８ページをお願いいたします。

第６款農林水産業費第１項農業費第３目農
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業振興費第１９節負担金、補助及び交付金に

おきまして、経営所得安定対策直接支払推進

事業補助金といたしまして２４７万５,００

０円を計上いたしました。

２０ページをお願いいたします。

第２項林業費第１目林業振興費第１２節役

務費におきまして、手数料といたしまして２

８６万９,０００円を計上いたしました。第

１９節負担金、補助及び交付金におきまし

て、民有林造林事業補助金といたしまして３

５０万７,０００円、森林環境推進事業補助

金といたしまして１９５万円など合わせて５

４６万５,０００円を計上いたしました。

第２５節積立金におきまして、森林環境譲

与税基金積立金といたしまして１,８９３万

９,０００円を計上いたしました。

２２ページをお願いいたします。

第７款商工費第１項商工費第１目商工振興

費第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、ポイントカード導入支援事業補助金と

いたしまして４００万円を計上いたしまし

た。

第８款土木費第２項道路橋梁費第１目道路

維持費第１６節原材料費におきまして、補修

用資材費といたしまして２０４万円を計上い

たしました。

第３項河川費第２目河川維持費第１５節工

事請負費におきまして、普通河川維持工事と

いたしまして５０７万１,０００円を計上い

たしました。

２４ページをお願いいたします。

第１０款教育費第１項教育総務費第２目事

務局費第１９節負担金、補助及び交付金にお

きまして、足寄高等学校振興会部活動備品購

入補助金といたしまして１５０万円を計上い

たしました。

第２項小学校費第１目学校管理費第１５節

工事請負費におきまして、教員住宅簡易水洗

化工事といたしまして６０５万円を計上いた

しました。

２８ページをお願いいたします。

第１３款職員費第１項職員給与費第１目職

員給与費第３節職員手当等におきまして、退

職手当等といたしまして１,４９８万５,００

０円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

８ページへお戻りください。

第２款地方譲与税におきまして、森林環境

譲与税といたしまして１,８９３万９,０００

円を計上いたしました。

第１５款国庫支出金、第１６款道支出金に

おきまして、それぞれ事業費見合いの負担

金、補助金等を計上あるいは減額をいたしま

した。

１０ページをお願いいたします。

第１７款財産収入におきまして、帯広空港

ターミナルビル株式会社株券売払収入といた

しまして１８８万７,０００円を計上いたし

ました。

第１８款寄附金第１項寄附金第１目総務寄

附金におきまして、ふるさと納税寄附金とい

たしまして３００万円を計上いたしました。

第１９款繰入金におきまして、財政調整基

金繰入金を２,９８４万５,０００円減額し、

森林環境譲与税基金繰入金など８８４万１,

０００円を計上いたしました。

第２０款繰越金におきまして、前年度繰越

金といたしまして１,７６６万６,０００円を

計上いたしました。

１２ページをお願いいたします。

第２２款町債におきまして、過疎対策事業

債といたしまして４,４６０万円を計上いた

しました。

以上が歳入の主な事項でございます。

４ページへお戻りください。

第２表債務負担行為補正追加１件、第３表

地方債補正変更１件をお願いしてございま

す。

以上で、令和元年度足寄町一般会計補正予

算（第４号）についての説明を終わります。

次に、特別会計について御説明申し上げま

す。

３１ページをお願いいたします。
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議案第１００号令和元年度足寄町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）について

御説明申し上げます。

歳入において財源調整を行ったもので、歳

入歳出予算の総額は変更ございません。

歳入の内容につきましては、特に説明すべ

き事項がございませんので省略をさせていた

だきます。

次に、３７ページをお願いいたします。

議案第１０１号令和元年度足寄町介護保険

特別会計補正予算（第２号）について御説明

申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,７２６万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９億８,５０

６万円とするものでございます。

歳出から御説明を申し上げます。

４４ページをお願いいたします。

第４款諸支出金第１項償還金及び還付加算

金第２目償還金第２３節償還金、利子及び割

引料におきまして、返還金といたしまして

２,３１６万５,０００円を計上いたしまし

た。

第５款基金積立金におきまして、介護給付

費準備基金積立金といたしまして１,４０７

万７,０００円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

４２ページへお戻りください。

第７款繰越金におきまして、前年度繰越金

といたしまして３,７２６万８,０００円を計

上いたしました。

次に、４７ページをお願いいたします。

議案第１０２号令和元年度足寄町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億２,２２７万４,０００円とす

るものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので省略をさせて

いただきます。

次に、５５ページをお願いいたします。

議案第１０３号令和元年度足寄町資源ごみ

処理等事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

７万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９,２９３万４,００

０円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので省略をさせて

いただきます。

以上で、議案第９９号令和元年度足寄町一

般会計補正予算（第４号）から議案第１０３

号令和元年度足寄町資源ごみ処理等事業特別

会計補正予算（第１号）までの提案理由の説

明とさせていただきますので、御審議のほど

よろしくお願いを申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、議案第９９号令和元年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）の件の質疑を行

います。

１４ページをお開きください。

歳出から始めます。

款で進めます。

第１款議会費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１４ページか

ら１６ページ、第２款総務費、質疑はござい

ませんか。

７番。

○７番（髙橋健一君） １４ページ、１８目

の新エネルギー対策費についてお尋ねいたし

ます。

ここに保守点検業務１５７万３,０００

円、鉱山保安業務というのがありますが、こ

れについて、この内容についてちょっとお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。
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この委託料、鉱山保安業務ということで、

議員もご存じのように、今新町温泉ハウスに

てメタンガスを利用して発電システムを今構

築してます。この発電システムを構築すると

同時に、ここにメタンガス、これが天然ガス

ということで、鉱物になります。鉱物という

ことで鉱業権を取得して、その後保安施設と

いう位置づけの中で、この施設を守っていか

なければならないというふうな管理体制に

なってきております。そのために保安要員を

委託して、新町温泉ハウスに設置されている

ガスセパレーターだとかガスパック、この施

設内の安全管理を含めていかなければならな

いということで予算を計上しており、おおむ

ね委託というか保安員に伴う賃金というか報

酬費、これに伴う予算を計上しております。

おおむね週３回程度足寄町に来ていただい

て、この保安員というのは北海道でも数少な

くて、現在釧路におられる保安員という方が

資格を持っております。この方に来ていただ

いて、うちの施設を管理、保守していただく

というふうな形で予算を計上しております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（髙橋健一君） 釧路のコールマイン

ですかね。

この点検業務はこのケアハウスのところだ

けで、オンネトーのところまでは行ってない

のですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） これ今言ったよ

うに、うちの施設、ケアハウスの泉源を利用

して、そこに温泉水とメタンガスとかが一緒

に同時に含まれていると。メタンガスを、こ

れが天然ガスになるので、それを管理してい

くというか、そこで発電を起こすので、それ

が危険を伴う天然ガスとして指定されている

ものなのですね。それを管理するということ

でいくためにも、オンネトーとは位置づけが

ちょっと変わってくると思います。

そういうことで御理解願いたいと思いま

す。（「わかりました」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に、総務費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

１６ページから１８ページ、第３款民生

費、質疑はございませんか。

３番。

○３番（進藤晴子君） 負担金、補助及び交

付金のところで、三意会のことについてお尋

ねします。

民間の事業のところにお金を、補助金を投

入するのはやはり慎重になるべきかと私は思

います。その上でお伺いいたします。

三意会の、ここに上がってくるまでの間

に、三意会の理事長及び事務長ですね。事務

長の方と何回ぐらい町長お話をされました

か。

お願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 私が三意会の理事長

だとかと御挨拶、お会いしてお話をしたのは

２回であります。

その以前に安久津町長の時代にも何度かお

話をしておりますので、そういうものを含め

るともうちょっと、私が就任してからは２回

ですけれども、その前からのお話がございま

すので、回数としてはもっと回数は多いとい

うように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） わかりました。

安久津町長のころからのお話が少しずつ

あったということですね。わかりました。

もう一つですね、町から５年間、毎年で５

年間１億円ちょっとのお金が出ますが、どの

ように町としては三意会と接していくのか。

経営状況とかよくなりますと、この金額も変

わってくるというふうに伺っておりますが、

町のほうが経営状態を把握していくのか、そ

して管理していくのか、その辺をお伺いした

いと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。
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○町長（渡辺俊一君） 今後はやはり定期的

にいろいろと協議はしていかなければならな

いというように思っております。

経営状況がよくなる、悪くなる、そのあた

りはこの後介護報酬だとかそういったような

問題も含めて、いろいろな部分であるのだと

いうように思いますけれども、いずれにして

も今後の経営状況等お互いに確認をしなが

ら、今後の進め方というのも話をしていかな

ければならないというところでありますの

で、そこの部分については今後もいろいろと

協議をしていくという形になります。

それから、もちろん三意会さんは民間の事

業者さんでありますから、そういった意味で

は私どもがそこを管理するだとかということ

にはならないというように思っています。私

どもが積極的にそこの経営に参加して、中身

をコントロールしていくだとか、そういうよ

うなことにはならないなというように思って

います。

ただ、これまでもお話しさせていただいて

おりますように、老健施設が足寄町にとって

非常に必要なものであって、その施設を何と

してでもやはり確保していかなければならな

いといった部分で補助を出していくという形

になりますので、そこら辺はお互いに話をし

ながら、経営状況等も私どもも確認をさせて

いただきながら、それでその中で進めさせて

いただくというようなことになるかなという

ように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 管理という言葉はや

はり適してなかったかと、私も思います。経

営状況を把握していくというふうにおうかが

いしましたけれども、それはどのような方法

で経営状況を把握してまいりますか、お伺い

したいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 経営状況の把握であ

りますけれども、やはり毎年毎年決算書等が

できますので、そういったものを見させてい

ただきながら、その年その年の状況というの

は見させていただこうかなというように思っ

ております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） わかりました。

どうぞ毎年毎年経営状況の把握しながら、

適した額を入れていっていただきたいなとい

うふうに思います。そうすれば、町民のほう

も納得されるのではないかなというふうに思

いますので、よろしくお願いします。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に、質疑はありま

せんか。

７番。

○７番（髙橋健一君） 進藤議員に引き続き

まして、三意会について御質問いたします。

私一議員として、きょうは決断の日を迎え

たと、そういう感じがいたします。

我が議会も２回の議員懇談会、協議会です

か、におきまして、けんけんがくがく議論噴

出で一生懸命これに対して対応してまいりま

した。しかし、なかなかはっきりとした結論

に至らず、何か自分としてはもやもや感が

残ったまま、きょうの日を迎えてしまいまし

た。もちろん、これは経営安定支援というこ

とになるのだと思うのですが、やはり大事な

血税を使うのですよね。そして、余り説明が

私どもには、三意会の方の説明が余り入って

こないような状況の中で、賛成できるかとい

うと私は賛成できないと思うのです。ただ、

もっと大きく広くものを見ると、もしもこの

三意会さんの経営が不安定になると、やはり

職員さんのモチベーションも下がると。それ

が行く行くは町民にとって大きな負担になっ

てくると、サービスの低下につながるのでは

ないかと。そういうことを考えると、苦渋の

選択ですが、賛成せざるを得ないのではない

かと、そういうふうに自分の気持ちの中では

なっています。非常に、どういうふうな形

で、これ決断しようかなと思って。

（「議長、動議出してください」と呼ぶ者あ
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り）

○議長（吉田敏男君） はい。動議。

○１２番（井脇昌美君） ここで討論をして

ますけれども、質疑なのですから、討論はや

めてください。やめさせてください、あな

た。

賛成とか反対とか、議長、あなた、そうい

う討論させていいのですか。

○議長（吉田敏男君） 今の意見を通じて、

御発言をお願いいたします。

○７番（髙橋健一君） 私は正直なところ、

話した上です。非常に重要なことですから。

このまま見過ごすわけにはいきません。誰が

何と言おうと、私はここで自分の気持ちを

はっきりここで主張したいと思います。

最終的に、自分の中で最終的な結論をここ

で述べさせていただきますと、財源を考えた

のです。町もよく考えたもので、財源はこれ

は過疎債です。非常にありがたいことで、

しっかりと過疎債を使って対応なさっている

と。そういうことに対して私は大いに評価す

る。だから最終的な私の判断は、結論的には

賛成でございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に、質疑は。

今質疑はないですね。

よろしいです。

田利議員、５番。

○５番（田利正文君） 初歩的なことから

ちょっとお聞きします。今の件と絡むのです

けれども。説明書の中では、医療と介護・保

健・福祉連携システムの一環としてとあっ

て、その後に老健転換当初利用見込みと現状

利用者数に差を生じることから、とありま

す。その原因はどこにあるというふうにお考

えなのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） わかりました。

よろしいですか。

福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの田利

議員の質問にお答えいたします。

特養の利用者も減っている状態であります

のと、今回老健の、三意会さんの老健が利用

者が減っているという原因の一つとしまして

は、他町にある老健に入所されている、近隣

に老健ができて、そちらの利用者がいるとい

うのと、あとは最近の状況ですと、全体的に

介護度の重たい方が減少しているという状況

があるのかなというふうに思っております。

また、例えばリハビリを、軽度の方におき

ましてはリハビリを希望される方がいらっ

しゃいまして、そういうリハビリ強化型の老

人保健施設を選択される方とかもいらっしゃ

いまして、それが原因で今多少利用者が減っ

ている状況と思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 前回の、これ言っ

ちゃっていいのでしょうかね。全員協議会の

中で、施設介護報酬のマイナス改定や、それ

から人材確保にかかる経費の上昇ですね。そ

れと、入所者の減少の、この３点について

は、予測できなかったというふうに話を聞い

たというふうに思うのですけれども。素人的

には、それはちょっとないのでないのと、そ

ういう考え、その見方は、予測できたのでな

いのかと、十分にと私は思うのですけれど

も。なぜかというと、第５期、第６期、第７

期から高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画が始まってますよね。そして、第５期の第

１年目の平成２４年度の利用計画は６６名で

す。利用者数は６２名。そのうち老健あづま

の里に入っている方は３２名。その差は３０

名あるのだね。２年度は３４名の差がありま

す。３年度は３９名の差があります。月別の

平均ですから、多少はずれると思いますけれ

ども。そして、第６期の３年間と第７期の１

年目、平成３０年度までの月平均で２７名か

ら３２名の利用者の、入所者の数の差がある

のですね。

今福祉課長が答弁されたように、リハビリ

強化型の老健へ行く、他町へ行っているとい

うのはわかります。この三十数名いる人たち

の中で、足寄の中に４名足りないと言ってま
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したからね。４名ぐらい戻せる人がいなかっ

たのかという感じが、素人的にはするわけな

のですけれども、その辺はどうなのでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 町外を利用され

ている方で、戻せないのかとおっしゃいます

が、なかなかまず町外でリハビリが必要な、

まず医療を受けられる方に関しましては、そ

こから多分何カ月なり、まず医療としての処

置を受けられた後、その後、リハビリなり次

の老健なり、または施設なり、在宅なりとい

う選択があるのだと思っているのですけれど

も、そこでさすがにやっぱり家族さんと御本

人の希望として、それをリハビリをしたいと

おっしゃれば、三意会よりリハビリをやっぱ

り特化とされているようなところを希望され

た場合には、それはやっぱり御本人たちの御

希望があると思うので、そこはできないかな

というふうには思っています。

ただ、調整の段階で、選択肢の一つとして

ここもあるよというような提案の方法はある

のかなというふうには思いますが、最終的に

は御家族、御本人の選択なのかなというふう

に思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 今の答えではちょっ

と納得できないのですよ。というのは、三十

数名差が出ているわけですよね。その三十数

名の中に、今言ったように、４名ぐらいは老

健あづまの里に入ってくださいというふうに

言える方はいなかったのかということを聞き

たいのですよ。そういう調整をするのが、包

括支援センターの中でやるべきことだと思う

のですね。例えば緊急的に国保病院に入院さ

れたと、退院されるときにどこに行くかと割

り振りするときに、御家族の方の意見も聞い

て、あづまの里がいいですよということが選

択できるのであれば選択してもらうという方

が三十数人差があるのだけれども、その中に

そそういう４人はいなかったのかということ

を聞きたいのです。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていただ

きます。

ケアマネジャーなり福祉課の職員が、例え

ば厚生病院なりで退院されるときに、足寄で

もこういうような施設ございますよ、ほかに

もこういうところございますよと。特にあづ

まさん、老健あづまさんでいえば、要介護

４、５の医療も充実した老健ということで、

要介護３ぐらいの方がリハビリをして在宅で

不自由なく暮らすというような部分の老健と

ちょっと性質が変わっているような部分もあ

ります。

よくあるのが、帯広の病院に入られて、家

族、お子さんも帯広にいるので、近い帯広で

面倒見たいというような方もいまして、それ

とまたあと受け入れ体制で、厚生病院とかで

すと、退院後すぐに老健、あいている老健す

ぐに受け入れてくれる施設を病院側も望みま

す。例えば、あづまさんだったら、例えば１

週間、１０日もうちょって待ってくださいと

言われるのであれば、すぐに入られる老健を

病院側は勧めると。御家族も近いところがい

いという形で入られて、その後特養もそうな

のですが、今特養も５６床のうち、昔１０年

ほど前は１００人ぐらいの待ちがあったと

ろ、今は待ちがほとんどありません。例えば

老健の、帯広の近郊の老健に入られている方

が、足寄の特養今あいてますので、この介護

度でしたら来てくださいとお話をしても、今

老健ここでもうずっといるから、とりあえず

ここのこの場にいさせてと、そのような形で

適材適所ということで、私どもがその方はこ

ちらに来てほしいなというところでも、なか

なか思いどおりに、こちら側のコントロール

というのはできないということでございま

す。

あづまさんがこれまでのあったところで赤

字を、人を入れる、または赤字補填をもう

ちょっと早目に対応できなかったということ

の件でございますが、特養も１００人ぐらい
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待っていた時代がございます。今のようにあ

きがあるなどというのは、誰も想像つかなっ

たことかと思います。あづまさんが今言われ

るのは、ホームケアクリニックあづまの診療

所のほうの黒字はまだ見込めるだろうと。そ

の黒字を老健はいつか赤字になるので、その

クリニックの黒字を老健あづまに補填すれ

ば、どうにか三意会として成り立つのではな

いかというような考えがございましたが、国

保病院もしかり老健あづま、クリニックあづ

まもしかり、高齢者の人口が予想以上に減っ

てきているということで、通院患者もなかな

か減ってきているというところで、診療部門

でもなかなか黒字が見込めないということ

で、やれることはやってきてますというよう

なお話をいただいてますけれども、またこれ

から今回議決を認められましたら、さまざま

なお話をいただいて、やれる対応というのを

毎年毎年考えていきたい考えているところで

ございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 私が聞いたことの回

答いただけてないのですけれどもね。前回の

ときには、前回のときというか、全員協議会

のときには、例えば町長、副町長、福祉課長

などが行って、三意会の役員の方と膝詰めで

きちんと話して、本当に経営の中身をわかっ

た上で提案されているのでしょうねという話

を私したような気するのですけれどもね。そ

れはそれとして、だけれども、今回の件につ

いては、議論すべきところは、ちょっと違う

のではないかと思っているのですね。介護保

険の保険者は足寄町ですよね。足寄町が介護

保険計画持っているわけですから、それに責

任負わなければならないのは足寄町ですよ

ね。だから、そういう立場であるから、４名

ぐらいのやつ、ぐらいとはちょっと言葉悪い

かな。４名を確保することが、３０名の差が

ある中で、できなかったのでしょうかと、

ずっとこの間ですよ。１カ月、１年間ではな

いですよ。この間ずっとそうですから。三十

数名の差があるわけですから。その間、きち

んとつかんでいれば、例えば厚生病院で退院

されるときに、そうしたらあづまさんであい

てますからぜひ来てくださいとかというふう

に、すっと手を打てるということができな

かったのかということです、簡単に言えば。

○議長（吉田敏男君） 理解できました。

はい。

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていただ

きます。

老健、介護施設も医療機関と同様に、この

医療機関にかかりなさい、国保でいったら、

こちらのほうがそんなに薬、例えばのお話

で、薬づけにならなくて医療費が安いし、国

保病院のほうがいい、町の会計も赤字も少な

くなるから、国保病院に来なさいというよう

な、ほぼ仕向けるというか、強制というか、

そういうようなことはできませんので、やは

りこういう施設もあります、こういう施設も

あります。それぞれの御家庭、それぞれの方

の御事情にあった適材適所ということでいえ

ば、町がそのようなことをするというのは、

私ども福祉課長でいたときでもそれは間違い

だというふうに答えさせていただきます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 第５期計画のときに

も、隣の熊澤さんが質疑しているのですけれ

ども、そのときの答弁で町長と、当時の町長

と当時の福祉課長が、今度つくるシステムと

いうのはきちんと回すのだ、言葉は悪いけれ

ども、回すのだというふうに言っているわけ

です。そのために計画と目標を持っているの

だという話をされているのですよね。だから

今副町長が言われたように、何も強制でやれ

と言っているわけでなくて、前もってそうい

う情報を足寄町としてつかんでいて、それで

あづまさんへと、こういうふうに割り振るこ

と、割り振るといったら言葉悪いでしょうか

ね。入れることができなかったのかというこ

とを、どうしても引っかかるのですよ。なぜ

三十数名ずっとあくのかというのが知りたい
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のですよね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 答弁をさせていただ

きます。

今副町長からもお話しさせていただきまし

たけれども、やはりいろいろと選択肢として

はこういう選択肢がありますよと。なるべく

今のその方の状況でいったらここがいいので

はないですか、ここがいいのではないですか

ということではお話はできますけれども、最

終的な決断というのは、やはりこの方であっ

たり御家族であったりということになるわけ

ですから、当然のことながら、システムとし

ては総合支援相談室の中で、いろいろと相談

を受けたときに、この人の状況でいけば、例

えば特別養護老人ホームがいいですよだと

か、老健がいいですよだとか、そういういろ

いろ仕分けができるわけですね。だけれども

一番いいのは、きっと老健ですよということ

でお話をしても、老健にもいろいろ施設があ

るわけですから、その中でほかの施設をやっ

ぱり私としては選びたいなと言われたら、

やっぱりそれは強制的にここに入ってくださ

いということは言えないということですよ

ね。それは田利議員さんもわかっていただけ

る部分だというように思っています。

だからなるべくそういう形でシステムの中

で、いろいろと相談を受けたときに、ここが

いいですよ、今ちょうどあいているから入れ

ますよだとかということで、スムーズにタイ

ミングよく入っていければいいのですけれど

も、そうでないときもやっぱりあるわけです

ね。だから受け入れ先がすぐに準備できない

だとかというときもあるわけですから、そう

いった意味では、言われるように、本当から

いけばシステム上からいけば、きちんと相

談、お話を聞いて相談にのって、その人もも

ともと老健がよければ、この施設いいですよ

ということでお勧めはするという、そこで

入っていただければスムーズに行くのかなと

いうように思っています。ただそれをやっぱ

り強制はできませんので、なかなか難しいの

かなというように思っています。

確かに、あと４人ぐらいの人が入れば満床

になるよというようなところであっても、や

はりそういうたまたま相談に来たとき、あい

ているときだとかそういうタイミングなども

ありますので、なかなか簡単にはいかないの

かなというように思っています。

ただやはりそのシステムをきちんと生かし

ていかなければならないといったところが、

やっぱりこれからの部分だろうというように

思っています。だから今だんだん高齢者も

減ってきて、総体として例えば特別養護老人

ホームも本当に何年か前には１００人ぐらい

の待機者がいたのが、今１０人もいるかいな

いかぐらいの状況になっている。それは介護

度が変わった、介護度の状況が変わったりだ

とか、それから今高齢者の方たちの生活状況

だとか、そういったものも含めて変わってき

ているという部分もあるのだというように

思ってます。そういうものも含めて、だんだ

ん変わってきて、これ２４年からでしたか

ね。２４年からやっているわけですけれど

も、その当時はもっともっと高齢者の方たち

が待機が多くて、うまく施設を回していかな

いと待機の人たちがいつまでたってもなかな

か入れないだとかという状況だったのが、６

年、７年たったときに、今のような状況に

なってきているということですから、そう

いった部分では、なかなかその当時にはやっ

ぱり想像もつかなかったようなことがやっぱ

り今起きてきているのかなというように思っ

ています。

そういうような状況の中で、これからいか

にうまく回すという言い方ではないけれど

も、適材適所という部分が本当にその人に適

した施設に入っていただくという、そういう

ような形をこれからとっていかなければなら

ない。そのためにやはり施設がやっぱりなけ

れば、足寄町になければ入りたくても入れな

いわけですから、そこはきちんとそういう施

設を確保していかなければならないというよ

うに思っているところであります。



― 16 ―

ちょっと的確な回答になっているかどうか

わかりませんけれども、そういうことで御理

解いただければというように思っています。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ちょっと済みませ

ん。

質疑の途中でありますけれども、ここで暫

時休憩をいたします。

１１時１５分から再開をいたします。

午前１１時０２分 休憩

午前１１時１５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

５番。

○５番（田利正文君） またしつこいと言わ

れるかもしれませんし、素人のくせにと言わ

れるかもしれませんけれども、単純なことな

のですね。町長や副町長、福祉課長が言われ

たことは十分わかるのです。今家族の方や利

用者がどこを選ぶかというのは自由だという

のはわかります。だから強制はできないとい

うのはわかります。私が聞いているのはそう

ではないのですね。２４年度からずっと３０

年度まで、最低で２７名、最高で３９名の差

が出ているのですよ。その差が出ている中

に、足寄のケアマネジャーの方がかかわっ

て、積極的にかかわった上でもなおかつ４名

というのは確保できなかったのでしょうかと

いうことを聞いているのです。それはできな

かったと言えばそれで終わりなのですよね。

そういう回答が欲しかったのですけれども。

それは精査しなければわからないと、この間

ね、となるかもしれませんけれども、それが

知りたかっただけなのですけれども。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

結果としてですね、今の結果ですから、い

ろいろと努力はしたけれども、結果としてで

きなかったということになるのだというよう

に思います。そういった部分で、先ほども申

し上げましたように、やはり連携システムの

中でやはり町が中心になって、いろいろな施

設とのかかわりを持つ中で、そういう中で適

切な施設を紹介しながら、そういったところ

に入っていただくという形でやっていくわけ

ですから、そういった意味で、町として今後

の部分でいけば、そういう連携をきちんと強

めて、この連携システムの中できちんとあづ

まさんのあづまの里の老健に入れるような、

そういった今後のシステムの中でやっていく

ような形をとりながら、なるべく満床に近づ

けていくという、そういう努力を今後も、今

までもやってきてはいるのですけれども残念

ながらそういう結果になっているというとこ

ろでありますから、そういった部分では少し

力が足りなかった部分もあったのかなという

ように思いますけれども、今後もやはりそう

いった部分では連携しながら満床に近づけて

いくような努力を、町としてもしていかなけ

ればならないなというように考えているとこ

ろであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 最後一つだけ。

福祉課長が言いました、強制はできないと

言いましたね。私もそうだと思います。だけ

れども、私民間ですから、民間は営業努力と

いいます。だから、足寄町で老人介護計画

持ってますよね。６６名、６９名、６７名と

ずっと介護計画持っているわけですから、そ

れに見合うようなための営業努力はせんきゃ

だめですね。民間流に言わせると。それを

やったのかということを問いたかったのです

よ、一つね。

それからもう一つは、例えば、あづまの里

では介護をする、違うわ、リハビリをするこ

とが必要だとなった場合に、その人は入れら

れないと、ことでしょうか。それは入れま

す。入れます。

なぜかというと、例えば、国保には理学療

法士いますよね。だからもし必要であれば、

あづまの里に理学療法士の方が行ってもらっ
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てリハビリをするなんてことも、垣根を取っ

払って連携システムと言っているのだから、

そういうことも含めていろいろ考えて営業努

力は必要でないのかというふうに思ったもの

ですから、それだけ最後にちょっと聞いてお

きたいと思いますけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えいたします。

そういった意味では、リハビリだとか、そ

ういう今そういう老健の施設に入る人たちの

求めているところというのがそういうところ

に、例えばリハビリをもっと充実してほしい

だとか、そういうようなことがあるとすれ

ば、やはりそういったところをもうちょっと

強化していく、そういった営業、それこそ営

業努力の一つなのかなというように思ってい

るところであります。

そういった意味で、当然のことながら経費

節減の努力だとかも含めて、それから営業努

力も今後もあづまの里もやっていかなければ

ならない部分だというように思ってますし、

そういったお話も、これまでのお話の中でさ

せていただいているというところであります

ので、やはりせっかく施設があっても、そこ

を選ばれないということではやっぱりだめな

わけで、やはり選ばれる施設にならなければ

ならない。そのためにはやっぱりそういう、

何というのですかね、リハビリを望む人が多

いということであればそういった部分も強化

していく、そういったことをあづまの里にも

お願いをしていきたいなというように思って

おります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に、民生費、質疑

はありませんか。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） それでは私のほうか

ら、目の７番ですけれども、その中の高齢者

等複合施設運営費の中の非常用電源設備整備

事業ということの２,７５８万８,０００円の

ことについてお聞きしたいと思います。

その前に、災害に関するものですから、今

回の台風１５号で被害を受けられました千葉

県の皆様には心からお見舞いを申し上げたい

というふうに思ってございます。

そこでお聞きします。

発電機の本体も当然ここに入っていると思

いますけれども、この発電機につきましては

恐らくディーゼル発電機だと思いますけれど

も、燃料が重油とか軽油かと思います。そこ

で、計画の中でガス発電機につきまして検討

したことがあるのかということと、それから

価格については、本体の価格は幾らぐらい

だったのかということをお聞きします。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの熊澤

議員の質問にお答えいたします。

発電機につきましては、ガス発電機につい

ては検討はしておりません。というか、今、

済みません、ちょっとごめんなさい。

今、足寄町で採用するに当たって、適切な

発電機の規模を検討して、今ちょっと設計を

組んでいるところだと思っております。発電

機の金額といたしましては、整備工事の２,

７５８万８,０００円のうち１,２００万円

に、消費税抜きで１,２００万円のものを想

定しております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） それと本体、発電機

が２,２００万円ということですか。あっ、

１,２００万円、はい、わかりました。わか

りました。

なぜ私ちょっと今回計画ですので、聞きま

したかというと、今御承知のように結構そう

いった石油類よりもガスのほうがいろいろと

いうことで変わってきているということが

ちょっとありまして、若干ちょっと勉強させ

てもらってどうなのかなということで調べた

のですけれども。こういった災害用の機器に

つきましては、いつ起こるか、いつ使うかわ

からないということもございますし、しかし

ながら必ず今はもう備えなければならないと

いうことでございますので、安価で効率のい



― 18 ―

いものをとすると必要があると思うものです

から、ちょっとお聞きしたわけですけれど

も。

ちなみにガス発電機ですけれども、これ電

気代の削減やピークカットにつながる。また

７２時間３日以上連続で送電可能だとか、そ

れから当然国の経済産業省も推薦していると

か、それから燃料も使用期限がないと。有事

の際には一般家庭から取得してつながること

ができると。それから、石油類につきまして

は、タンクに入れておくものですから劣化が

進むよということもございますし、これは非

効率だよと。それから発電機周辺の環境に配

慮することができると。それからまたＬＰガ

スはＣＯ₂の排出削減にもつながりまして環

境に優しいと。それから将来ですけれども、

燃料ですけれども、将来も安定的な使用可能

なエネルギーで、今、皆さん御承知のよう

に、日本近海にメタンハイドレートが１００

年分あるよということで今進められているわ

けでございますけれども、これらのことから

いうと、こういった機器につきましては、ガ

ス機器も検討する価値があるのかなというふ

うに思ったものですからお聞きしたのですけ

れども、よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 今のガスでの発電と

いうのはどうなのかというようなことでのお

話だったというふうに思いますけれども。今

回の事業につきましては、一応設計もしてガ

スではない、ガスを使わないでの発電という

ことで予定をしておりますので、今回につい

てはガスということにはならないのかなとい

うように思っています。

今後の部分でまた何か非常用発電設備が必

要な場合だとか、そういったときにはまたそ

の今お話いただいたようなガスでの優位性だ

とか、そういったものもあるとすれば、そう

いったものを参考にさせていただきながら検

討させていただきたいというように思ってお

ります。

今回については、ガスということにはなら

ないかなというところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） わかりました。

いずれにしましても、そういったガス発電

機なりいろいろな機器ですね。家庭用にもガ

ス発電機というのも、ガス機器もあるよとい

うことでございますので、ぜひ将来に向けて

検討していただきたいというふうに思ってご

ざいます。

よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 他に、民生費、ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に１８ページ、第

４款衛生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

１８ページから２０ページ、第６款農林水

産業費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２２ページ、第

７款商工費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） では、次に参りま

す。

２２ページから２４ページ、第８款土木

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２４ページ、第

９款消防費、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、２４ペー

ジから２８ページ、第１０款教育費、質疑は

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

２８ページ、第１３款職員費、質疑はあり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳出総括ございませ
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んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ８ページにお戻りく

ださい。

歳入に入ります。

８ページから１３ページ、歳入一括で行い

ます。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）それでは、４ページに

お戻りください。

第２表債務負担行為補正追加１件、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第３表地方債

補正変更１件、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

最初に反対討論、ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に賛成討論、あり

ませんか。

２番。

○２番（高道洋子君） 私は賛成の立場から

発言させていただきます。

特に介護療養型老人保健施設経営安定資金

補助金の予算提案に対しましては、平成２４

年にスタートしまして、これまでつくり上げ

てきました、足寄町の医療と介護・保健・福

祉の連携システムにつきましては、今後も推

進し、その時々の時代の変化に対応した持続

可能なものとしていくことが必要不可欠であ

ると考えます。

そのためには町民が医療や介護が必要に

なっても、住みなれたこの町で将来にわたっ

て安心して暮らしていくことができる地域循

環型システムをさらに効果的に機能させ、充

実していくことが大切であり、その一翼を担

う三意会に対しまして、今回町が補助を行う

ことは将来的な地域への還元にもつながるも

のと考えておりますので、今回の補正予算の

提案に賛成させていただきます。

また、ほかのその他の補正予算につきまし

ても、全面的に賛成いたします。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に、賛成討論ござ

いませんか。

４番。

○４番（榊原深雪君） 私も民生費の地域支

援事業費のほうで賛成討論させていただきま

すけれども。これまで議員協議会などでいろ

いろ皆さんでちょうちょうはっししたのです

けれども、この中で三意会につきましては、

先ほど田利さんもおっしゃったように、民間

企業努力というか、そういったところに、ク

リニックのほうで黒字で補填するつもりだっ

たのが、なかなかそれがうまくいかなかった

と。それだからといって、クリニックの患者

さんというのは小さなお子さんから高齢者ま

でいっぱいいらっしゃるわけですからね、そ

れは基本的に患者さんが減ったというところ

も模索していただきまして、これからも変わ

らず患者さんをふやしていけるような企業努

力というか、していただきたいなと思ってい

るところです。

それでは、何がそれ必要なのかといった

ら、やはりどんな方でも心なのですね。やっ

ぱりお医者さんの一言で傷ついたり、救われ

たり、たくさんのことがあると思います。そ

れがなってなかったら、幾らお金で補填して

も補填できないものってあると思うのです

ね。だからこれからもそういったところを心

に置いていただいて、努力していっていただ

きたいというのが本音ですね。

それで、今の老人ホームのほうなのですけ
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れども、施設長が変わりまして、大変すごく

古い施設を本当に有効に活用していただい

て、そして働く方も介護の方もすごく生き生

きと働いていらっしゃると。そしてそこにい

らっしゃる保健婦さんとの、今までちょっと

うまくいかなかった部分もあっても、人に

よってそういうふうに変わっていくのです

ね。老人の福祉施設がですね、人によってそ

ういうふうに大きく変わっていくというのが

目に見えているのですね。だから、そういっ

たことも踏まえて、やはりこの連携システム

というところに念頭置かれまして、その病院

とその老健施設と老人ホームのところの、そ

してそれを核となる、やはり福祉課がきちん

とやっぱり連携、いろいろな相談事、介護士

さんの相談事を受けたり、いろいろな問題が

ないかということをきちんと聞いてあげて、

それを解決していくという手立てをこれから

も努力していって、初めてこういう結果が数

字にあらわれてくると思うのですね。そうい

うところを努力していっていただくことを期

待いたしまして、賛成討論といたします。

○議長（吉田敏男君） 他に、ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、これを

もって討論を終わります。

これから、議案第９９号令和元年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９９号令和元年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）の件は、原案

のとおり可決されました。

３１ページをお開きください。

これから、議案第１００号令和元年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の件の質疑を行います。

３４ページ、歳入一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１００号令和元年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１００号令和元年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決されました。

３７ページをお開きください。

これから、議案第１０１号令和元年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第２号）の件

の質疑を行います。

４２ページから４５ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま
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す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０１号令和元年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第２号）の件

を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０１号令和元年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）の

件は、原案のとおり可決されました。

４７ページをお開きください。

これから、議案第１０２号令和元年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。

５２ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０２号令和元年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０２号令和元年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決されました。

５５ページをお開きください。

これから、議案第１０３号令和元年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第

１号）の件の質疑を行います。

６０ページから６３ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第１０３号令和元年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第

１号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第１０３号令和元年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決されま

した。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に議会運営委員会の開催をお願いを

いたします。

午前１１時４２分 休憩

午前１１時５０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。
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議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

７番。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま開催されました、議会運営委員会の協

議の結果を報告いたします。

これより、本日の議事日程に追加し、最初

に意見書案第７号について即決で審議いたし

ます。

次に、議員派遣の件と、総務産業常任委員

会・文教厚生常任委員会から所管事務調査期

限の延期について、広報広聴常任委員会・議

会運営委員会からの閉会中継続調査申出書に

ついて審議をいたします。

以上で、本定例会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定でありま

す。

以上で、報告を終わらせていただきます。

ありがとうございます。

○議長（吉田敏男君） これにて、委員長の

報告を終わります。

お諮りをいたします。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

程に追加し、審議することにしたいと思いま

す。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、追加議事日程のとおり日程に

追加し、審議することに決定をいたしまし

た。

◎ 意見書案第７号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 意見

書案第７号林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見書の件を

議題といたします。

本件につきましては、条例第６５条第３項

の規定によりまして、提案理由の説明を省略

をいたします。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第７号林業・木材産業

の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第７号林業・木材産

業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書の件は、原案のとおり可決され

ました。

◎ 議員派遣の件

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 議員

派遣の件を議題といたします。

本件につきまして、お手元に配付のとおり

議員を派遣したいと思いますが、これに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議ないものと認め

ます。

したがって、議員派遣の件は原案のとおり

決定をいたしました。

◎ 所管事務調査期限の延期について

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 所管

事務調査期限の延期についての件を議題とい

たします。

総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員

会に付託中の所管事務調査については、調査

が終わらないので同委員会から次期定例会ま
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で期限を延期されたいとの要求がありまし

た。

お諮りをいたします。

委員会の要求のとおり、期限を延期するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、総務産業常任委員会及び文教

厚生常任委員会に付託中の所管事務調査につ

いて、調査の期限を委員会の要求のとおり次

期定例会まで延期することに決定をいたしま

した。

◎ 閉会中の継続調査申出書

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 閉会

中の継続調査申出の件を議題といたします。

広報広聴常任委員会及び議会運営委員会の

委員長から、条例第１３６条の規定によって

お手元に配付をいたしましたとおり、閉会中

の継続調査の申し出があります。

お諮りをいたします。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定をいたしま

した。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これをもって、本定

例会に付議されました案件の審議は全部終了

をいたしました。

これで、本日の会議を閉じます。

令和元年第３回足寄町議会定例会を閉会を

いたします。

午前１１時５６分 閉会


